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障害者会計年度任用職員等の年次休暇に係る事務処理について 

 
 日頃、本県の障害者雇用の推進に、御支援、御協力をいただき感謝申し上げます。 
 さて、障害者会計年度任用職員及び就業補助員（以下「障害者会計年度任用職員等」
という。）の年次休暇につきましては、公立義務教育諸学校障害者会計年度任用職員
等派遣要綱の規定に基づき、翌年度に繰り越すことができます。 
 つきましては、引き続き令和５年度に雇用予定の障害者会計年度任用職員等の事務
処理につきましては、下記のとおり事務処理に遺漏のないよう、お願いいたします。 
 

記 
 

○公立義務教育諸学校障害者会計年度任用職員等派遣要綱（令和 4 年 10 月 1 日施行） 
 別表２ 
 備考 
  (4) 年次休暇（１日未満の端数も含む。）は翌年度へ繰り越すことができる。繰

り越された休暇はその年度に限り有効であること。 
        年次休暇の繰越日数は、次の算式により計算するものであること。この場合、

１日の年次休暇を時間に換算する場合は(2）に定める時間とし、半日の年次休
暇を時間に換算する場合は４時間をもって行うものとすること。  

    この要綱の規定に基づく休暇日数(A)＋（前年度又は前年から繰り越された休
暇日数(B)－その年度又は年に与えた（使用された）休暇日数(C)）＝その年度
又は年の休暇の残日数(D)（翌年度又は翌年に繰り越される休暇日数） 

   （注）１ (D)に半日（0.5 日）単位がある場合は、４時間に換算すること。 
      ２ (D)が前年度又は前年に付与した年次休暇の日数を超えるときは、

(D)は前年度又は前年に付与した年次休暇の日数を上限とすること 
 
    (例）・令和４年度に付与された年次休暇    １２日  
      ・令和３年度からの繰り越された年次休暇  ５日  
      ・令和４年度に使用した年次休暇      ７日 
      ・残日数＝１２日＋(５日－７日)＝１０日 →（令和５年度へ繰越し） 
            ※１日未満の端数についても翌年度へ繰り越すことができる。 
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